
令和３年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等の 

サービス提供体制確保事業実施要綱（抜粋） 

 

 

１、２ 略  

 

３ 事業内容 

（１） 略 

（２） 略 

（３）介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業 

以下の介護サービス事業所・施設が、感染防止対策を継続的に行うため、衛生用品等の購

入に必要な経費を支援する。また、都道府県において当該支援を実施するために必要な経費

を補助する。 

ア 対象となる事業所・施設 

通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所

介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介

護事業所、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーシ

ョン事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居

宅介護支援事業所、居宅療養管理指導事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規

模多機能型居宅介護事業所、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施

設入居者生活介護事業所及び地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 

イ 対象経費 

 （ア）アの対象となる事業所・施設における令和３年 10 月１日から 12 月 31 日までの衛生

用品の購入費用及び感染防止対策に要する備品の購入費用 

 （イ） 略 

 

４ その他留意事項 

（１） 略 

（２） 略 

（３） 略 

（４）経費の負担 

ア 略 

イ 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としないものと

する。 

※ ３（３）の事業については、以下に掲げる事業所・施設であって、令和３年度新型

コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の交付を受ける場合は、３（３）

の事業の対象としない。 

・病院又は診療所である通所リハビリテーション事業所 

・介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事

業所 

・訪問看護事業所 

・病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所 

・居宅療養管理指導事業所 

・介護療養型医療施設 


